
名称 徴収月 徴収額算出根拠

仮徴収 ４月・６月・８月

年間保険料額が確定していないため、仮に
算定された額を納めていただきます。平成
31 年 2 月の徴収額と同じ額が、各月の徴収
額となります。

本徴収
10 月・12 月・

令和２年２月

平成 30 年中の所得に基づき算出した額か
ら、仮徴収額を差し引いた額を、3 回に分け
て納めていただきます。

被保険者証の更新について
　75 歳以上の方（一定以上の障がいのある方は 65 歳以上）が対象の「後期高齢者医療被保険
者証」は毎年有効期限が７月 31 日までになっています。
　８月１日からの新しい被保険者証は、７月中旬から下旬ごろに被保険者個人あてに簡易書留
で郵送いたします。被保険者証が届きましたら、記載事項に誤りがないかご確認ください。

後期高齢者医療制度のお知らせ

問い合わせ先　役場保険年金課　後期医療係
☎６８－２２１１　（内線２３９）

保険料の納め方
　令和元年度 ( 平成 31 年度 ) の保険料は、７月に

茨城県後期高齢者医療広域連合で本算定額が決定

され、決定通知書を郵送でお送りいたします。

　保険料は、原則として年金から差し引かれて納

めていただく方法（特別徴収）と、特別徴収がで

きない方は、納入通知書または口座振替で納めて

いただく方法（普通徴収）になります。

普通徴収とは…。
　年間の保険料を今年７月から令和２年２月まで

の８回に分けて納めていただきます。

・納付書は、７月中旬ごろ発送予定です。

特別徴収とは…。
　右表のとおり徴収いたします。10 月以降の徴収

額については、７月中旬ごろ特別徴収決定 ( 開始 )

通知書を郵送いたします。

年度の元号表記について
　保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療
保険料が４月から翌年３月までの１年間について賦課するものであ
り、基準日となる４月１日が改元前であることから、今年度は「平成
31 年度」と表記することとしています。そのことを受けて利根町では

「令和元年度 ( 平成 31 年度 )」と表記しています。
　後期高齢者医療制度は、他の税金と異なり市町村単体ではなく県内
全市町村で共同運用しているものですので、ご理解くださいますよう
何卒よろしくお願いいたします。

問い合わせ先　利根町選挙管理委員会（役場総務課内）☎６８－２２１１（内線５０２）

第 25 回 参 議 院 議 員 通 常 選 挙
投 票 日　 ７月 21 日（ 日 ） 投票時間　午前７時～午後６時

●投票できる方
次の２つの要件にあてはまり、選挙人名簿に登録された方です

① 平成 13 年７月 22 日までに生まれた方

②
平成 31 年４月３日以前から利根町に住民登録をされ、
引き続き住民基本台帳に登録されている方

●投票所入場券
　投票所入場券は、１枚の封書に同一世帯６人まで連記（家族
７人以上は２通）されていますので、ご本人の投票所入場券を
切り離して投票所にお持ちください。万一、投票所入場券が届
かない場合や紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば
投票できますので、投票所の受け付けに申し出てください。

期日前投票について
　仕事や旅行などのほか、疾病や身体の障がいのため投票日当日に投票でき
ない方は、期日前投票ができます。
　投票する際、投票所入場券裏面の宣誓書にあらかじめ必要事項を記入して
いただくとスムーズに投票を行うことができます。

投票期間　７月５日（金）～ 20 日（土）

投票時間　午前８時 30 分～午後８時

投票場所　利根町役場１階　多目的ホール

●不在者投票
　仕事や旅行などの長期の滞在などで投票日に投票できない方
や都道府県選挙管理委員会が指定する病院または老人ホーム等
に入院・入所されている方は、事前に手続きをすることで不在
者投票をすることができます。

●滞在先での不在者投票の手続き

④投票済用紙の送付

③ ②で送付された書類
を持って、滞在先の
市区町村選挙管理委
員会に行き投票
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②投票用紙、不在者
投票用封筒、不在者
投票証明書の送付

①不在者投票宣誓書兼
　請求書の提出
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※ 1　不在者投票の手続きには日数がかかりますので、できるだ
け早めに利根町選挙管理委員会にご連絡ください。

※ 2　不在者投票の手続きに必要な様式は、町公式ホームページ
からダウンロードすることができます。

●指定病院または老人ホームなどでの不在者投票の手続き

②投票用紙の請求

③投票用紙の送付

⑤投票済の投票用紙
の送付
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①指定病院などの不在
者投票管理者に対し
不在者投票を行う旨
の申し出

④投票

※ 入院・入所している施設が不在者投票できる施設であれば、そ
の施設で投票ができますので、入院・入所している施設にご確
認ください。

●郵便等による不在者投票
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている方で、一定の要
件に該当する方および介護保険の被保険者証の要介護状態区分
が「要介護５」の方は、郵便等による不在者投票をすることが
できます。
　郵便等による不在者投票をする際、「郵便等投票証明書」が
必要になります。詳細については、利根町選挙管理委員会へお
問い合わせください。

　選挙公報は、７月 19 日（金）までに新聞折り込みで配布す
るほか、役場、利根町公民館、利根町図書館、利根町生涯学習
センター、利根町保健福祉センターにも設置します。
　新聞未購読などの世帯の方で、選挙公報の郵送を希望される
方は、利根町選挙管理委員会までご連絡ください。

●選挙公報

●開票
　投票日当日の午後８時から利根町役場１階イベントホールに
て開票を行います。

●投・開票速報
　投・開票の速報および結果については、町公式ホームページ
に掲載します。

～
集
団
健
診
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
方
へ
～

個

別

健

診

の

ご

案

内

　

町
で
は
、
６
月
に
40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を
対
象
と

し
た
集
団
健
診
を
行
い
ま
し
た
が
、
健
診
期
間
中
、
ご
都
合
に
よ
り

受
診
で
き
な
か
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
医
療
機
関
な
ど
で
個

別
に
健
診
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
案
内
し
ま
す
。

問い合わせ先　役場保険年金課　国民健康保険係　☎６８－２２１１（内線２４８）

受 診 方 法
当日持参するもの
●特定健康診査受診券
●国民健康保険被保険者証
●自己負担金 1,000 円
●以前に特定健診を受診したことがある方は

その時の健診結果
※健診期限内に受診できるよう、

お早めにご自身で健診機関へ直接ご予約してください。

町内で受診できる健診機関

病院名 電話番号

もえぎ野台よつば診療所 ８５－５５８１

※町外の受診できる健診機関につきましては、
保険年金課へお問い合わせください。
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